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計画策定にあたって 

         

 

 

 

近年の「食」を取り巻く状況は、ライフスタイルの変化や価値観の多様化

により食の簡素化や外部化、食に対する意識の希薄化や食生活の乱れに伴う

生活習慣病の増加など多くの問題が指摘されております。 

このような中で、未来を担うこどもたちが自然の恵みや食への関心と感謝

のこころを持てる豊かな人間性を育み、また、市民一人ひとりが健全な生活

習慣や食生活を実践して、生涯を心身ともに健康で豊かな生活を送ることが

できるよう健康づくりに取り組んでいくことが大切になってきております。 

このことから、市民と地域、関係機関や団体、市が連携、協働して食育を

推進し、食を通じた人づくりや活力ある地域づくりに取り組んでいくため

「三沢市食育推進計画」を策定いたしました。 

今後は食育を推進しながら、豊かな自然と調和した地元農漁業の特色を生

かし、地域の食文化や食を支える地産地消の促進とともに、地域の活性化、

活力ある地域社会づくりを目指し各施策の推進に努めて参ります。 

市民の皆様の食育推進についてのご理解とご協力をお願いいたしますと

ともに、本計画策定に当たり貴重なご提案やご意見などをいただきました関

係機関や団体、市民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成２４年３月 

 

                  三沢市長 種 市 一 正 
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第１章 計画の基本的事項 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

食は命の源であり、健康で豊かな生活を送るために欠かせないものです。 

近年、「食」を取り巻く環境が大きく変化してきました。ライフスタイルや価値観が多様

化し、家族で食卓を囲む機会も減りつつあります。多忙な日々の中で食生活が不規則

になり、特に子どもや若者の朝食欠食や孤食などの食習慣の乱れが肥満や生活習慣

病の増加につながっています。また、「食」を大切にする心も希薄になっており、子ども

から大人まで市民一人ひとりが、健全で豊かな食生活を実践することができる能力を

育む食育の推進が求められています。 

 

   このため国は、家庭、学校、幼稚園、保育所、地域などを中心に、国民運動として

食育に取り組むため、平成１７年に「食育基本法」を制定し、平成１８年には、食育の

推進に関する施策についての基本的な方針や目標等を盛り込んだ「食育推進基本計

画」を策定しました。青森県では平成１８年に「青森県食育推進計画」が策定されまし

た。 

 

   このような背景を踏まえて、市では市民一人ひとりが「食」についての意識を高める

ために、乳幼児から高齢者までのライフステージに応じた食育に取り組んでいくことが

大切であると考えており、市の特性を活かした食育を総合的、計画的に推進していくた

め、「三沢市食育推進計画」を策定します。 

 

 

 

２ 計画の位置づけ  
  

本計画は、食育基本法第１８条に規定される「食育に関する基本的な事項の市町

村食育推進計画」に位置づけられる計画で、国や県と協力しつつ、市の特性と課題を

踏まえて推進していきます。 

 また、「三沢市総合振興計画」を上位計画とし、「健康みさわ２１」を始めとする各種

計画と整合を図りながら、食育を推進していきます。 
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【主な関連計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の期間は、平成２４年度から平成２８年度までの５年間としますが、社会経済情勢 

等に応じて、計画期間中に必要な見直しを行うこととします。 

 

 

 

国：食 育 基 本 法 

三 沢 市 食 育 推 進 計 画 

三沢市総合振興計画 

～人とまちみんなで 

創る国際文化都市～ 

健康みさわ２１  
国：食育推進基本計画 

県：青森県食育推進計画 

三沢市地域福祉計画 

三沢市次世代育成支援行動計画 

    三沢市特定健診等実施計画  等 

計 画 の 位 置 図 

３ 計画の期間 
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第２章 食をめぐる現状と課題 

 

  

１ 三沢市の概要 

   

三沢市は青森県の南東部に位置し、東は太平洋、西は小川原湖に臨んでいます。

東西約１１ｋｍ、南北約２５ｋｍ、面積１２０.０９ｋ㎡の平坦地で、自然にも恵まれ、北部

には世界的に重要な湿地としてラムサール条約に登録された「仏沼」があり、絶滅の

危機に瀕している希少な野鳥が生息しています。また、「ながいも」、「ごぼう」、「にんに

く」、「スルメイカ」、「ほっき貝」等の農産物、海産物に恵まれた土地でもあります。 

  気温は年平均約１０℃前後となっており、春から夏にかけての偏東風（ヤマセ）によっ

て夏は涼しく、秋から冬にかけての西風（八甲田おろし）により冷涼な気候ですが、北国

でありながら比較的雪が少ない地域となっていま

す。 

  人口は、過去１０年ではほぼ横ばい状態であり、

現在は４２,２２３人（平成２４年２月末現在）で、世

帯数は人口の増減に関わらず増加の傾向にあり、

核家族化や一人暮らし世帯の増加が進んでいる

ものと考えられます。また、他に米軍基地の軍人、

軍属、その家族が約９,０００人居住しており、国際

都市としての特色を持っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三沢アメリカンデー】 【三沢特産野菜幟旗】 
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■食生活の変化 

昭和時代の高度成長期から生活水準が著しく向上し、豊かで便利な社会となった 

一方、ライフスタイルの多様化によって個人が日々の食事に費やす時間が徐々に減 

少してきています。また、一人暮らし世帯の増加や女性雇用の増加に伴って調理や 

食事を外部に求める傾向も強まり、食事自体を簡単に済まそうという食の簡易化・簡 

素化の流れも見られます。 

  食事の中身においても、米、野菜、魚を中心とした日本の伝統的な食生活から、 

肉、乳製品等が豊富に加わった欧米型食生活に変化した結果、脂質の過剰摂取や 

野菜不足などの栄養の偏りが目立ち、摂取エネルギーの過剰による肥満や生活習 

慣病が大きな社会問題となっています。 

   

 

 

■家庭における「食」環境の変化 

核家族や一人暮らし世帯の増加、そして女性雇用の増加に伴い共働き世帯が増え 

たことなどにより、家族揃って食卓を囲む機会が減少しています。 

箸の使い方などの基本的な食事マナーや、「いただきます」「ごちそうさま」といった 

食への感謝の心を学ぶ場であった食卓が、現在の家庭からは徐々に消えつつありま 

す。そうした中で、「朝食の欠食」や「孤食」といった問題が、成長期にある子どもたちの 

健康や心に影響を与えていると言われています。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

２ 食をめぐる現状 
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■幼児の間食の実態 

三沢市幼児健診より（平成 1８年度～） 

 

【幼児の間食の状況】 

 

幼児に時間を決めて間食を与えるようにしている保護者は１歳６ヶ月児では１８年

度から減少傾向にありましたが、２２年度で増加しました。３歳児でも、20年度で落ち

込んだものの、再び増加してきています。間食の間違った与え方は、肥満やむし歯

の原因になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１歳６ヶ月児 ３歳児 

健診受診児 
間食を与える時間

を決めている 
健診受診児 

間食を与える時間

を決めている 

H18 476 399 412 330 

H19 436 364 440 381 

H20 436 360 421 349 

H21 468 364 415 354 

H22 434 349 390 333 

（単位：人） 

1歳6か月児

74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%（率）

間食を与え
る時間を決
めている

83.8% 83.5% 82.6% 77.8% 80.4%

H18 H19 H20 H21 H22

3歳児

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%（率）

間食を与え
る時間を決
めている

80.1% 86.6% 82.9% 85.3% 85.4%

H18 H19 H20 H21 H22
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■子どもたちの朝食の実態 

朝食についてのアンケート調査（平成２３年７月実施）三沢市教育委員会 

〈対象：市内小学３年生・６年生、中学３年生〉 

 

 

【１週間のうち朝食を食べる割合】 

 

 朝食を毎日食べている児童・生徒は、全体で８０％以上となっていますが、学年が上 

がるほど欠食率が高くなっています。  

欠食によって脳へのエネルギーの供給が不十分となって集中力を欠いたり、その後 

の食事が過食となって肥満を助長するといった悪影響が心配されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
毎日食べる 

週に５～６日
食べる 

週に３～４日
食べる 

週に１～２日 
食べる 

食べない 

小学３年生 91.6 4.1 1.5 2.3 0.5 

小学６年生 86.4 8.0 1.6 3.3 0.7 

中学３年生 87.3 6.8 1.5 1.3 3.1 

（単位：％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学３年生

小学６年生

中学３年生

Ｑ１）朝食を食べていますか。

毎日食べる 週に５～６日食べる 週に３～４日食べる

週に１～２日食べる 食べない
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【朝食を食べない理由】 

 

 朝食を毎日食べていない児童・生徒の理由は、「時間がないから」「食欲がないから」

「太りたくないから」等が大半を占めていました。 

その他の理由としては、「朝は具合が悪いから」「眠いから」「めんどうだから」などがあげ

られました。 

これは、就寝・起床の時間や食べ物の好き嫌いなどが影響していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
時間がない
から 

食欲がない
から 

好きな 
おかずが 
ないから 

太りたくない
から 

その他 

小学３年生 38.7 29.0 3.2 19.4 9.7 

小学６年生 35.1 49.1 3.5 3.5 8.8 

中学３年生 43.8 40.4 3.5 3.5 8.8 

（単位：％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学３年生

小学６年生

中学３年生

Ｑ２）食べない日がある理由は何ですか。

時間がないから 食欲がないから

好きなおかずがないから 太りたくないから

その他
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【朝食の相手】 

 

 朝食は家族それぞれの生活時間帯の関係もあり、朝食を家族全員で食べている児

童・生徒は、３０％を下回っており、学年が上がるにつれて全員での食事は少なくなって

います。 

 特に、中学３年生では「一人で」の食事が３０％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
家族全員で 大人の誰かと 子どもだけで 一人で 

小学３年生 27.9 39.4 19.6 13.1 

小学６年生 27.4 35.8 16.3 20.5 

中学３年生 21.8 35.8 10.7 31.7 

（単位：％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学３年生

小学６年生

中学３年生

Ｑ３）食べるときは誰と食べていますか。

家族全員で 大人の誰かと 子どもだけで 一人で
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【朝食の内容】 

 

 「ご飯とみそ汁とおかず」のそろった朝食をとっている子どもは、全体の４０％程度となっ

ております。 

中でも、各学年で１０％を超える子どもが「ご飯だけ」を選んでおり、「ご飯とふりかけ」、

又は「パンとマーガリン」だけの朝食と思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ご飯とみそ
汁とおかず 

ご飯と 
おかず 

ご飯と 
みそ汁 

おかずだけ みそ汁だけ ご飯だけ 

小学３年生 39.1 23.6 16.3 1.8 0.8 18.4 

小学６年生 49.1 17.6 18.7 0.5 0.2 13.9 

中学３年生 46.2 26.2 16.1 1.1 0.0 10.4 

※アンケートの項目では、ご飯は｢パン｣、 

みそ汁は｢牛乳・スープ｣として回答可能としています。 

（単位：％） 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学３年生

小学６年生

中学３年生

Ｑ４）よく食べるのはどんな朝食ですか。

ご飯とみそ汁とおかず ご飯とおかず ご飯とみそ汁

おかずだけ みそ汁だけ ご飯だけ
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■成人の食習慣と肥満の実態 

三沢市特定健康診査結果より（平成２０年度～・４０歳以上） 

 

 

【肥満者の割合】 

 

肥満者の割合は男性では一時減少したものの、２３年度には再び増加しており、 

女性は２１年度から増加となっています。男女平均では２３年度受診者の３．５人 

に１人が肥満という結果になっています。肥満は生活習慣病との関連が深く、食習 

慣や運動習慣等の改善が必要と考えられます。 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  20年度 21年度 22年度 23年度 

 男 31.1% 28.3% 27.6% 31.9% 

 女 24.4% 22.9% 24.8% 27.1%  

男女別肥満者割合の推移

31.1%

28.3%
27.6%

31.9%

24.4%

22.9%

24.8%

27.1%

20%

25%

30%

35%

20年度 21年度 22年度 23年度

男

女
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【夜食・間食を摂っている割合】  
 
 
 

夜食・間食を摂っている割合は、２１年度にやや増加したものの、それ以後は減少し

ています。全受診者の約６人に１人は、夕食後に夜食や間食の習慣があり、肥満等と

の関連からも改善が必要と考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 20年度 21年度 22年度 23年度 

健診受診者数 1,350人 1,444人 1,685人 2,044人 

夜食・間食を取っている割合 20.4% 22.0% 17.3% 16.0% 

夕食後の夜食・間食を週 

3回以上摂っている人数 
275人 317人 291人 327人 

夜食・間食を摂っている割合

16.0%

20.4%

22.0%

17.3%

10%

14%

18%

22%

26%

20年度 21年度 22年度 23年度
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市民一人ひとりが食への関心と知識を持ち、健全な食生活が実 

現できるように、「食と健康」や「食の安全・安心」に関する情報提 

供を行い、食育の普及・啓発を図る必要があります。 

 

 

 

三沢市の豊かな自然や地域農漁業への理解を深め、地元農 

海産物を活用した地産地消、環境にやさしい農漁業と食生活 

を目指すためにも、その地域の伝統的な食文化を継承する食育を推進する必要が 

あります。 

 

 

 

              家庭での食育が十分に行われ、さらに食育を通じた豊かな人 

間性を育む地域づくりのために、家庭・学校・幼稚園・保育所・ 

地域がそれぞれの役割を果たしながら連携を深め、市民一人ひとりが食育を実践して 

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食と健康づくり 

食と地元農漁業 

食と地域力 

 

３ 食をめぐる課題 
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第３章 基本理念と目標 

 

 

 

食を通じて健康寿命をさらに伸ばし、未来を担う子どもたちが自然の恵みや食への感

謝の心と理解を深めるために、地域社会の中で家族の絆をより一層強める取り組みを行

います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

   

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健
全
な
食
生
活
を
通
じ
て
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
地
域
づ
く
り 

食に関する知識と食を選ぶ力を養い、

健全な生活習慣や食生活の実践を通して、市民一人ひ

とりが健康づくりに取り組むことを目指します。 

 

食と健康づくり 

豊かな自然と調和した地元農漁業の

特色を生かし、家庭や学校、地域等における地産地消の

推進、伝統的な食文化の継承など、食への理解と環境

にやさしい食生活に取り組むことを目指します。 

 

 

食と地産地消 

食育の中心は家庭である事を基本とし

て、家庭・学校・幼稚園・保育所・地域等が連携、協働

し、食を通じて人づくりや活力ある地域づくりを目指しま

す。 

 

食と地域づくり 

 

食

〈基本理念 〉 

食

〈基本目標 〉 
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第４章 施策の推進 

 

 

 

 

１ 基本施策 

 

 

食育はさまざまな分野と関わり、多くの関係者・団体によって進められるものであ 

るため、食育を着実に進めていくためには、計画推進のための仕組みづくりと、それ 

ぞれの関係者等が各々の役割を十分に認識して推し進めることが重要です。 

市においても、効果的・効率的な推進体制を築き上げるため、国・県との連携のも 

と、その推進に努めます。 

 

 

 

（１） 家庭における食育の推進 

 

（２） 地域における食育の推進 

 

（３） 学校・幼稚園・保育所等における食育の推進 

 

（４） 食に関する団体・ボランティア等における食育の推進  

 

（５） 農業・漁業等における食育の推進 

 

（６） 三沢市の食文化継承のための活動の推進 

 

（７） 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する情報の提供 
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２ 具体的な取り組み 

 

＜市民の取り組み＞ 

 

■ 家 庭 

 

家庭は、子どもや市民一人ひとりにとって「食」と関わる最も中心的な場であり、それぞ

れに「家庭の味」が育まれ、食習慣や食を通じたコミュニケーションの形成等において重

要な役割があります。栄養のバランスの乱れや孤食・欠食をめぐる問題が指摘されてい

ることから、食育への関心と理解を深めるとともに望ましい食習慣を形成するための環境

づくりが望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

○楽しい食事の時間を作ります。 

○朝食を摂ることで１日の健やかな生活リズムを作ります。 

○主食・主菜・副菜を基本にした、バランスのとれた食事をします。 

 

■ 地 域 

 

食育は、子どもから高齢者までそれぞれのライフステージにおける取り組みが必要であ

り、地域に根ざした活動を定着させることが重要です。そのためには、地域の特性を生か

した食育の推進を積極的に行うことが望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○地域の行事を通して、郷土料理など食文化の伝承に努めます。 

○地域において、世代を超えた交流を深め食育を推進します。 
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＜関係機関・団体の取組み＞ 

 
■ 学校・幼稚園・保育所 

 

乳幼児期や学童期の子どもたちは、基本的な生活習慣を身につける重要な時期 

であると考えられます。子どもたちへの食に関する指導には、食品の安全性や栄養 

等に関わる専門的な知識や理解だけではなく、地域の農漁業や食文化等について 

も広い知識や経験が求められています。子どもたちの健全な心身の成長と望ましい 

食習慣の形成のために、これらの指導体制の充実が望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○ 市内小中学校での食育 

学校給食センターによる出前授業、給食委員会の活動や、保護者、学校ボランティア 

対象の給食試食会、農作物の栽培・収穫体験や地元の食材を用いた郷土料理の調

理実習などを実施します。 

 

○ 幼稚園での食育 

健康な心と体を育て、幼児が進んで食べようとするためには、どのような環境や教師

の関わりが必要となるかなど教師間で共通理解を図りながら、幼児の年齢に合わせた

食に興味を持てる行事を計画し実践します。 

 

○ 保育所での食育 

箸の持ち方等、食事のマナーアップ、野菜の栽培・調理体験を通して、命をいただい

ていることを実感させ、さらに地元で採れる野菜等を材料とした給食メニューや手作り

おやつを取り入れた地産地消などを実践します。 
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■ 食に関する団体・ボランティア等 

 

食についての理解を深めるために、地域において参加型の食に関する講習会などを

開催したり、食に関する助言や相談事業などに積極的に関わりながら、人とのふれあい

を持つことが望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○ 食育の日の推進（食生活改善推進員会） 

毎月 19 日の食育の日に関するリーフレットを市民へ配布し、バランス食や家族揃って

の食事の大切さなどを再認識してもらいます。 

 

○ 減塩活動（食生活改善推進員会） 

塩分の摂りすぎが生活習慣病の要因の一つになっていることから、減塩の大切さを市

民に理解してもらえるよう、あらゆる場面で減塩活動を展開していきます。 

 

○ 男性の料理教室（食生活改善推進員会） 

企業ＯＢや町内会の参加者を募集し、調理経験の少ない男性でもできるような簡単な

調理実習を通して、食事や栄養に興味を持ってもらえるような取り組みを行います。 

 

○ 良い食生活をすすめるためのグループ講習会（食生活改善推進員会） 

子どもから高齢者までの健康増進を維持するために必要なカルシウム量を伝える目

的で乳製品や牛乳を使用した料理講習会や講話を継続します。 

 

○ おやこの食育教室（食生活改善推進員会） 

市内・市外の保育所や児童施設に出向き、オリジナル劇を通じた食育活動の中で郷

土料理を提供し、伝承を図ります。 

 

○ 三つ子の味覚百まで事業（食生活改善推進員会） 

市の３歳児健診時に併せて手作りおやつを提供し試食してもらうことで、塩分・糖分を

控えた理想的な子どものおやつについて保護者に考えてもらう機会をつくり、親子の食

育につなげます。 
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○ 日本の正月遊び（みさわ国際交流協会） 

市内居住の外国人に日本の正月を紹介するイベントで、餅つきや凧揚げ、コマ回し 

や書き初め等を体験してもらったり、餅や雑煮などの郷土料理の試食などを通して 

日本の文化を紹介し理解を深めてもらいます。 

 

○ 米国感謝祭ディナー試食会（みさわ国際交流協会） 

収穫を感謝する米国行事を市民に紹介するイベントで、感謝祭に食べられている 

伝統的な料理を試食しながら米国の食文化への理解を深めます。 

 

○ 餃子パーティー（みさわ国際交流協会） 

市内の中国人研修生を講師として、本場の餃子を市民に紹介し、研修生と一緒に 

皮から作った餃子を試食しながら中国の食文化への理解を深めます。 

 

○ わんぱくあつまれ～フェスタ（JAおいらせ） 

小学校児童、保護者を対象に収穫体験及び親子で作る三沢特産野菜等を使った 

調理実習を通して、自然の恵み等に対する感謝の気持ちを育てる取組をしていき 

ます。 

 

○ 保育所での餅つき体験（三沢市農業青年会議） 

市内全域の保育所・幼稚園・児童館を対象に、毎年収穫したもち米で子どもたちと 

一緒に餅つき体験を実施します。それと併せ栄養士による食育紙芝居の読み聞か 

せを行い、食に対する感謝の気持ちも育てます。 
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■ 農業・漁業関係  

 

農業・漁業関係者及び関係団体は、安心・安全な食料の供給の重要性と生産者と消

費者の距離を近づけるための情報提供に努め、体験学習などにより、生産過程について

の学習機会や生産者と消費者との交流の場を提供しながら、市民の理解を深めることが

望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○ グリーンツーリズム活動 

修学旅行生などを地元農家に民泊させ、農作業（大根洗浄、搾乳体験等）を体験さ

せることで農業に対する理解を深めてもらうとともに、農業者にとっても農業に対する魅

力を再認識する場とします。 

 

○ 農畜産物のトレーサビリティシステムの実施 

生産者による病虫害防除作業日誌及び生産工程の記録作成により、適切な生産管

理を行い、記帳内容に基づき、農畜産物の安全性を情報提供します。 

 

○ 農産物の残留農薬等の検査 

農産物が法で定める農薬使用の基準値を超えていないかの検査を行い、消費者へ

安心安全な農産物を提供します。 

 

○ 「ミス・ビードル号」をデザインした箱での海産物の出荷 

三沢市の「スルメイカ」は独自の厳しい基準に基づき、高鮮度・大きさなどの規格統一

をし、箱に「ミス・ビードル号」のステッカーを貼ることで他産地との差別化を図ることに

より、ブランド化に取り組んでいきます。 

 

○ イベントにおける地場産品の販売 

「ファームフェスタ in斗南」、「みさわ地産地消フェア」、「三沢ほっきまつり」等のイベント

や定期市の開催などで、良質な地元農畜海産物の PRにより販売促進を図り、消費者

への安心安全な食材の提供を図ります。 
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■ 食品関連事業関係 

 

食品の製造、加工、流通、販売、又は食事の提供を行う事業者及びその団体は、食

の安全、安心に関する幅広い情報の提供や事業の活動を実施する中で、自主的、積極

的に食育を推進することが望まれます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○ ごぼう、ながいも、にんにく焼酎等の特産品の加工・販売 

三沢の特産品であるごぼう、ながいも、にんにく等を活用した加工品の製造販売を 

推進しています。特にこれらを使用した焼酎は２００８年のモンドセレクション金賞を 

受賞しています。また、ごぼう茶、ながいもアイス、ごぼうアイス、ごぼうチップスなど 

の製造販売にも取り組んでいます。 

 

○ 特産物の詰め合わせ販売 

三沢の特産品であるごぼう、ながいも、にんにくの詰め合わせ「もっこりセット」を１２月 

～３月の期間に販売していますが、今後はインターネットを活用し全国へ向けて販売 

を行っていきます。 

 

○ ほっき丼等ご当地グルメのブランド化 

冬期間のほっき丼やパイカ料理など、豊富で良質な農畜産物や水産部物を活かし 

たご当地グルメの推進に努め、地元食材の消費拡大及び普及を図ります。 

 

○ 都市部での市農産物の販売 

大阪など都市部のアンテナショップや、農作業体験にきた学校の文化祭等において、 

「みさわ知って買ってもらい隊」等の活動を通し、三沢市の気候風土に適した農産 

物の試食、販売を行います。 

 

○ 地域の特性を活かした取り組み 

米軍基地のある三沢市の特性を活かし、様々な国や地域の食を各イベントや各 

店舗において体験してもらうとともに、グローバルな食文化への理解を深めます。 
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＜市の取り組み＞ 

 
 

地域の特性を生かした自主的な施策を展開し、関係機関等と密接な連携を図りなが 

ら、食育を円滑に推進します。食事バランスガイドをはじめとした食に関するさまざまな知 

識の普及啓発を行い、食育に関わる情報の収集や提供に努めます。 

 

 

 主な取り組み  

 

○ 両親学級 

沐浴実習などを行う両親学級において、妊娠期に注意してほしい生活面でのポイン

トと共に、食事の摂り方についての指導も行います。 

 

○ 離乳食指導 

市の６～７か月児健康相談時に離乳食を提供し、実際に乳児の「食べる様子」を見

ながら具体的な指導を行うことで、離乳食から始まる子どもの食育について理解を

深める機会とします。 

 

○ 地区栄養教室 

市内町内会等を対象に、集会場等で調理実習・試食・栄養に関する講話・運動等

を指導し、減塩などの適切な生活習慣について学んでもらう場とします。 

 

○ 骨粗鬆症予防教室 

市の骨粗鬆症検診受診者を対象に、乳製品を使った調理や骨を強化する運動な

どについて学べるよう支援します。 

 

○ 特定保健指導栄養教室 

健康診査の結果「動機づけ支援」または「積極的支援」が必要と判定された対象者

に、調理実習や運動を通した指導・助言を行います。 

 

○ 食の自立支援事業 

食事の仕度が困難な一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯に、必要に応じて配食

サービスの提供を行います。 
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○ 生きがい活動支援事業 

高齢者が生きがいをもって活動的に暮らすことを地域全体で支援し、生活機能の

維持・向上を図るため、月１～２回、認知症予防としてレクリエーションや小物作り、

調理実習等を行います。 

 

○ 通所型介護予防事業 

口腔機能が低下している、またはそのおそれがある高齢者に対し、歯科医師をはじ

めとする専門職が協働で口腔機能向上に係る個別の計画を作成し、口腔機能向

上のための支援を行います。 

 

○ 訪問型介護予防事業 

要介護状態になるおそれの高い６５歳以上の方に対し、保健師等が家庭を訪問し

生活機能に関する問題（低栄養・閉じこもり・認知症・うつ等）を総合的に把握・評価

し、適切な指導・助言等を実施します。 

 

○ 農林水産物の放射能物質の測定 

市民が採取した農林水産物を国が定める放射性物質の基準を超えていないか市

で導入した測定機器で測定し、安全性を確認します。 
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３ 計画の目標 
 

 

   食育に関わるさまざまな関係者の協力のもと食育に取り組む上で、達成状況を把

握できるよう、目標値を設けました。この目標値より評価を行います。 

 

◎食育推進の目標値 

 

【目標：規則的な間食の摂り方を定着させる】 

 

 

 

 

 
 

 

 

【目標：朝食の欠食率の減少】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標：孤食の減少】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間を決めて間食を 
与えている（H22） Ｈ２８目標値 

1歳６か月 ８０．４％ ９０％ 

３歳 ８５．４％ ９０％ 

 朝食欠食率の現状(H23) H２８目標値 

小学３年生 ０．５％ ０％ 

小学６年生 ０．７％ ０％ 

中学３年生 ３．１％ ０％ 

 孤食の現状(H23) H２８目標値 

小学３年生 １３．１％ １０％以内 

小学６年生 ２０．５％ １５％以内 

中学３年生 ３１．７％ ２０％以内 
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【目標：バランスのとれた朝食（主食・主菜・副菜又は汁物）の摂取割合の増加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標：肥満者の減少】 

 

 

 

 

 

【夜食・間食を摂る人の減少】 

 

 

 

 

 

◎目標へ向けた取り組み 

 

○ 市の乳幼児健診時、保護者へ対して子どもへの間食の与え方と肥満・むし歯 

との関連について指導をし、意識づけを図っていきます。 

 

○ 学校給食センターによる出前授業、各学校の給食委員会などの活動を通じて、 

食に関する知識を身に付けさせていきます。また家庭や地域において食育に対す 

る理解が得られるよう啓発等を行っていきます。 

 

○ 成人健診事後の個別指導や特定保健指導での栄養教室、運動教室において 

生活習慣の改善を促し、実践に結び付けていきます。 

 
主食・主菜・副菜又は 
汁物の摂取割合(H23) 

H２８目標値 

小学３年生 ３９．１％ ５０％ 

小学６年生 ４９．１％ ６０％ 

中学３年生 ４６．２％ ６０％ 

 肥満者の割合(Ｈ23) Ｈ２８目標値 

男性 40歳～ ３１．９％ ２０％ 

女性 40歳～ ２７．１％ ２０％ 

 
夜食・間食を摂っている

割合（Ｈ23） Ｈ２８目標値 

４０歳以上 

男女 
１６．０％ １０％ 



 

 25 

第５章 ライフステージに応じた食育 

 

 

   

食育を正しく理解し、実践することが健康で心豊かな生活を送るための第一歩です。

このためには、市民一人ひとりの取り組みが重要となります。  

市民がその世代に応じた食習慣を身につけ、それを次世代に伝えていくことが大切

です。そこでライフステージを７つに区分し、その特性を基に食育の取り組みを進めて

いきます。 

 

 

 

１ 妊娠期 
 

   胎児の発育に必要な栄養は、すべて胎盤を通じて母体から与えられるため、妊娠

中は栄養バランスを考えた食事が必要です。妊娠中に適切な食習慣を身につけ、出

産後もそれを継続し、その後の育児にも活かしていくことが重要となります。 

 

 目   標   育児における食習慣の基礎をつくる 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

２ 乳幼児期（０～６歳） 
   

 発育の最も盛んな時期であり、望ましい食生活の基盤をつくる大変重要な時期で

す。安心感・信頼感を育み、生活リズムが形成されるこの時期は、保護者や周囲の大

人の温かい愛情が必要です。離乳食では薄味を基本に素材そのものの味や匂い、食

感などを大切にして味覚を形成していきます。食への興味や関心が持てるように、食

の体験を広げていくことが大切です。また。幼児期からは手洗いうがいの習慣づけも重

要になります。 

  

 目   標    食体験を通して食べ物への関心や意欲をもつ 

 

 

･朝食をしっかりと食べる 

･規則正しい食事のリズムを実践する 

･食と健康に関して意識を高め、食の安全に関する情報に注目する 
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･食事の量や内容、間食の食べ方について正しい知識を学習し実践する 

･適正体重を意識する 

･郷土食や行事食に関心を持つ 

 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

３ 学童期～思春期（７～１５歳） 
 

   学童期・思春期は、心身の発達が進む時期です。さまざまな学習を通して、食への

興味や関心が深まり、自分が理解したことを積極的に試してみようとする力が育ってい

きます。食生活の基礎が定着するこの時期は、食に関する知識や望ましい食習慣を

身に付け、食を楽しむ心を育てていくことが大切です。 

 

 目   標   食生活における自己管理能力を体得する 

 

 取り組み  ・朝食を食べる習慣を身に付け、一日の生活リズムを整える 

            ・家族や仲間と一緒に食事作りを楽しむ 

            ・農業体験を通して感謝する気持ちを深める 

 

 

 

４ 思春期（１６～１９歳） 
 

   思春期は身体的、精神的変化が著しく、性差や個人差も大きな時期です。進学・

就職等の準備で、食生活が乱れやすく、肥満ややせ過ぎといった、将来の健康にさま

ざまな影響を及ぼすような健康問題が出始めます。家庭からの自立に向けて、望まし

い食生活を実践する力を養うことが大切です。 

 

 目   標   自立に向けた正しい食生活を身につける 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

･食べる楽しさを経験する 

･いろいろな食品に親しむ 

･手洗い、うがい、歯磨きの習慣をつける 
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５ 青・壮年期（２０～３９歳） 
 

   青年期は気力・体力ともに充実した働き盛りの世代で、生涯を通じて健康的な生活

が送れるよう、正しい知識を身につけて実践につなげ、生活習慣病を予防することが

重要です。 

  また、壮年期は次世代の育成を担う大切な時期であり、自己管理は当然のこと、子ど

もたちが健全な生活習慣を実践できるよう育てることも重要です。 

 

 目   標   食生活に関心を持ち続けながら健康を維持する 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

６ 中年期（４０～６４歳） 
 

   生活習慣病の予防の観点から、健康的な食習慣の実践が望まれる時期です。定

期的に健康診査等を受けることで、健康状態を客観的に把握し、そして、食習慣、運

動習慣を見直し、自らの健康管理に努めることが大切です。 

  また、家族や地域における食育の担い手として、食文化の継承や健全な次世代の育

成が期待されます。 

 

 目   標   生涯の健康づくりのために、これまでの食生活を見直す 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･適切な食事の量や内容、嗜好品の取り方を実践する 

･適正体重を維持する 

･子どもの食生活に関心を持つ 

 

･適切な食事の量や内容、嗜好品の取り方を実践する 

･１日３食バランスよく食べる 

･歯の健康を保つ（５０２５運動） 
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７ 高齢期（６５歳以上） 
 

   加齢に伴う身体の変化、体力の低下が見られる時期です。介護予防の観点から、

咀嚼
そ し ゃ く

する力を保ち、栄養バランスの摂れた食事を実践することが重要です。また、仲

間や、家族と一緒に食事を摂る機会を積極的に作り、「８０２０運動」の推進等も、生

涯を通じたおいしく楽しい食事のために大切なことです。 

 

 課   題   食生活に気を配りながら、健康を保つ 

 

 取り組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･バランスよく食べる 

･歯の健康を保つ（８０２０運動） 

・地元の食文化を次世代に伝える 
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第６章 計画の推進体制 

 

 

推進体制 

 

 食育は、さまざまな分野と密接な関わり合いがあります。食育の推進にあたっては、市

民（家庭と地域）を中心として、関係機関・団体と市が連携、協働して取り組み、市の広

報やホームページ、各種イベント等を活用した情報提供や普及啓発に努めながら効果

的に推進していくこととします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家 

庭 

  

地 

域 

 国 

 

 

三 沢 市 

農業・水産業 

関係業者等  

食に関する団体 

ボランティア 

 

学 校 

保育所・幼稚園 

食 品 関 連 

事 業 者 等 

 県 

 

 

市  民 

計画の策定・推進・見直し 

食育推進の体制 

情報発信 
・ホームページ 
・広報みさわ 
・ＭＣＴＶ 
・各種イベント等 
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用語解説（五十音順） 

 

 

●アンテナショップ 

地方自治体が東京・大阪などの繁華街で地元の特産品などを販売する店舗。祭などの

情報も流し、大消費地の傾向を調査するねらいがあります。また、製造・流通業者などが

新製品などを試験的に販売し、消費者の反応を調査してその後の商品開発に役立てる

ためとして設置する場合もあります。 

 

●グリーンツーリズム活動 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

滞在の期間は、日帰りの場合から、長期的又は定期的・反復的な（宿泊・滞在を伴う） 

場合までさまざまです。 

 

●健康寿命 

平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間のこと。WHO（世界保健機関）が提唱 

した新しい指標で、平均寿命から、衰弱・病気・痴呆などによる介護期間を差し引いた 

寿命のこと。 
 

●孤食 

家族と暮らしていながら、親や子供が違う時間に一人で食べること。また、一人暮らし 

の人が一人で食べる食事のこと。 
 

●骨粗鬆症 

加齢などに伴って骨からカルシウムが抜けて密度が低くなり、全体的にスカスカになる 

ことで小さな衝撃でも骨折しやすくなる症状のこと。 
 

●食育 

「食べる」という面からの「食事」や「食材」だけでなく、食物をバランスよく食べるため 

の様々な知識を身につけること、食品の選び方を学ぶこと、また食堂（ダイニングルーム）、

食卓、食器、食具などの食事の環境、そしてそれらを計画することなどといった「食の周 

辺」のことや食文化をはぐくみ伝えていくこと、さらに新しい食文化の創造、など広い視野 

で「食」について学んだり、考えたりすることを指します。また、食育は、学校という場での 

学習のみならず、家庭、地域をはじめ社会全般のテーマとしてとらえることが大切です。 

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch/0/0na/11610400/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%A3%9F%E4%BA%8B/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%A3%9F%E5%A0%82/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%A3%9F%E5%8D%93/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%AD%A6%E6%A0%A1/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%AD%A6%E7%BF%92/
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●食生活改善推進員会 

昭和 30年以降、「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、生涯における健康作り

活動を各地域で推進しているボランティア組織です。全国で約１８万人の会員が活躍し

ており、子供から高齢者まで幅広い年代を対象に市民に近い立場での食育活動を展開

しています。三沢市食生活改善推進員は現在１２８名おり、平成元年の発足より２０年以

上に渡って市の健康づくり活動に貢献しています。 
 

●生活習慣病 

生活習慣（食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等）が発症・進行に深く関わっていると

考えられている疾患の総称。糖尿病、高血圧症、脂質異常症などがあげられます。  
 

●摂取エネルギー 

食事から取り込むエネルギーのこと。摂取エネルギーが消費エネルギー（心拍や呼吸、

身体活動で使うエネルギー）を上回った分が体に体脂肪として蓄積されます。 
 

●地産地消 

「地域生産－地域消費」の略語で、地元地域でとれた農水産物を地域で消費するという

こと。生産者の「顔が見え、話ができる」状況で地域の農産物・食品を購入する機会を提

供し、地域の農業と関連産業の活性化を図ることと位置付けています。 

 

●適正体重 

それぞれの身長ごとの、病気になる確率が一番低いと言われている体重。 

身長(ｍ)×身長(ｍ)×２２の算式で求められます。 

世界共通の肥満度の指標であるＢＭＩ（ビー・エム・アイ）が根拠となっています。 

 

●特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生

活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをする制

度のこと。特定保健指導では、リスクの程度に応じて、情報提供、動機付け支援又は積

極的支援を行います。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%BE%E6%82%A3
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●トレーサビリティシステム 

生産地や収穫日、農薬や資料の種類の他、加工、流通経路などのデータを記録・管理

するシステムのこと。「食の安全」をアピールするため、食品メーカーや大手スーパーで取

り入れられてきています。 
 

●パイカ 

豚のなんこつ（豚バラ軟骨の叩き）のこと。 
 

●５０２５運動・８０２０運動 

それぞれ“ゴウ・マル・ニイ・ゴウ”、“ハチ・マル・二イ・マル”と読み、５０歳の時点で２５本

の歯、８０歳になっても２０本以上自分の歯を保とうという運動のこと。 
 

●モンドセレクション 

1961 年創立の品評機関。食品分野を中心とした消費生活製品の「味覚」、「衛生」、

「原材料」、「パッケージの適切さ」等を審査し、その品質に応じて銅、銀、金および最高

金賞と言った賞を授与します。「食のオリンピック」「食のノーベル賞」などと呼ばれ、商品

の品質に関するコンクールとして歴史のある最も代表的なものです。  
 

●ライフステージ 

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階 

のこと。 
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参 考 資 料 

 

 

 

 

 

食事バランスガイド （平成 17年 6月 農林水産省・厚生労働省） 

「好きなものばかり食べる」、「夜遅くに食事をする」、「お酒を飲み過ぎる」など食生

活の乱れや偏りが問題となっています。 

健康な体を維持して、食生活を送るためには、バランスのよい食事をすることが大切で

す。 この“バランス”をわかりやすく示すため、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいか

をイラストで示したのが「食事バランスガイド」です。 

食事の適量（どれだけ食べたらよいか）は性別、年齢、身体活動量によって異なりま

すが、コマのイラストは、2200±200kcal（基本形）を想定した料理例が表現されてい

ます。身体活動量が「低い」成人男性、活動量が「ふつう以上」の成人女性が 1 日に

食べる量の目安になります。 
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三沢市 健康福祉部 健康推進課 

 

〒033-0001 

三沢市中央町１丁目３-１０ 

TEL：０１７６-５７-０７０７ 

FAX：０１７６-５２-７０２１ 


